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地域公共交通利便増進実施計画とは 

 

１ 地域公共交通利便増進実施計画 

（１）計画の概要 

 ア 地域公共交通利便増進実施計画は、地域公共交通計画に基づき地域公共交通ネット

ワークの再編成や、ダイヤ・運賃などの改善により、利便性の高い地域旅客運送サー

ビスの提供を図るための事業を実施するための計画です。 

 イ 地域公共交通利便増進実施計画の作成に当たっては、地域公共交通利便増進事業を

実施しようとする者等の同意を得ることが必要で、国土交通大臣の認定を申請するこ

とが可能です。 

（国による「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（詳細編）」） 

    ■地域公共交通活性化再生法の基本スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省総合政策局地域交通課による「地域公共交通活性化再生法等の改正について」） 

資料４ 

地域公共交通計画（原則として全ての地方公共団体が策定） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（改正法：令和２年 11月 27日施行） 

地域公共交通特定事業（必要に応じて地域公共交通計画に事業実施を記載できる） 

地域公共交通利便増進事業 

※匝瑳市地域公共交通計画 

【事業１】市内循環バスの再編 

 

 

 

○貨客運送効率化事業 

○軌道運送高度化事業（LRTの整備） 

○道路運送高度化事業（BRTの整備） 

○海上運送高度化事業 

○鉄道事業再構築事業 

○地域旅客運送サービス継続事業【新設】 

○鉄道再生事業※ 

 

地域公共交通利便増進実施計画 上記事業の実施計画 

国土交通大臣が認定（※鉄道再生事業のみ届出） 

法律の特例措置 
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（２）地域公共交通利便増進実施計画作成のメリット 

   地域公共交通利便増進実施計画を策定し、国土交通大臣の認定を受けることにより、

次のようなメリットがあります。 

   

   地域公共交通利便増進実施計画に位置付けられた運行系統や車両の取得について、

匝瑳市地域公共交通活性化協議会が定めた生活交通確保維持改善計画のうち、国の補

助（補助率１/２）を受けることが可能。 

 

   

   地域公共交通利便増進実施計画に基づいて実施される利用促進及び同計画の達成状

況等の評価の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費に

ついて、予算の範囲内で補助（補助率１/２）を受けることが可能。 

   ○利用促進に係る事業 

    ・公共交通マップ、総合時刻表等の作成に要する経費 

    ・公共交通、乗継情報等の提供に要する経費 

    ・割引運賃設定、企画切符発行等に要する経費（割引運賃の設定に伴う減収分の

補填については含まない） 

    ・地域におけるワークショップの開催に要する経費 

    ・モビリティマネジメントの実施に要する経費 

   ○計画の達成状況等の評価に係る事業 

    ・効果検証のためのＯＤ調査や満足度調査等のフォローアップ調査費 

    ・協議会開催等の事務費 

 

 

２ 「地域公共交通利便増進実施計画」作成の留意点 

  国の手引きでは地域公共交通利便増進実施計画の留意点（匝瑳市に関連する内容のみ

抜粋）が以下のようにされています。 

 【国の手引きによる地域公共交通利便増進実施計画（匝瑳市に関連する内容のみ）の留意

点】 

   

   地域公共交通利便増進実施計画の作成に当たっては、地域公共交通計画において、

地域公共交通利便増進事業に関する事項を定める必要があり、どの事業につき、地域

公共交通特定事業として実施を予定しているのか明示（印）をつけることが必要。 

①地域公共交通計画への記載について 

①地域内フィーダー系統確保維持費や車両減価償却費等の国庫補助金の活用 

②地域公共交通利便増進実施計画推進事業の活用 
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   地域公共交通利便増進実施計画の認定に当たっては、地域公共交通利便増進事業を

実施しようとする者その他の関係者の同意のほか、「a.地域公共交通の活性化及び再生

の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること」、「ｂ. 地域公共交通利便

増進事業を確実に遂行するため適切なものであること」、「ｃ.個別事業法の許可基準に

適合すること」が必要。 

 

   

   地域公共交通利便増進実施計画を定めようとするときには、あらかじめ「地域公共

交通利便増進事業を実施しようとする者」と「地域公共交通利便増進事業に関係する

と地方公共団体が認めた者」の同意が必要。併せて、事業内容に関係を有する公共交

通事業者や道路管理者、公安委員会など必要な関係者に対して、意見聴取を行うこと

が必要。 

 

   

   地域公共交通利便増進実施計画を作成（変更）したときは、計画の区域、期間、事

業内容等の概要を地方公共団体の広報やホームページへの掲載等により、公表が必要。 

 

 

３ 「地域公共交通利便増進実施計画」に記載する事項 

  「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」で地域公共交通利便増進実施計画の

記載項目が以下のようにされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域公共交通利便増進実施計画の認定について 

③関係者の同意について 

④地域公共交通利便増進実施計画の公表について 

①実施区域 

②事業の内容・実施主体 

③地方公共団体による支援の内容   

④実施予定期間 ※匝瑳市の場合、令和４～９年度（６年間） 

⑤事業実施に必要な資金の額・調達方法 

⑥事業の効果 

⑦地域公共交通計画に地域公共交通利便増進に関連して実施される事業が定められ

ている場合には、当該事業に関する事項 

⑧地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観

光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められて

いる場合には、当該連携に関する事項 

⑨その他地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合に

は、その事項 

 


